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【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 媒 体 の 投 入 に よ っ て 行 わ れ た 遊 技 の 結 果 に 基 づ い て 遊 技 媒 体 の 払 出 し を 行 う 遊 技 機
に お い て 、
　 第 一 の 払 出 条 件 の 成 立 に 基 づ い て 遊 技 媒 体 を 払 出 す 第 一 払 出 手 段 と 、
　 第 二 の 払 出 条 件 の 成 立 に 基 づ い て 遊 技 媒 体 を 払 出 す 第 二 払 出 手 段 と
を 具 備 し 、
　 前 記 第 一 の 払 出 条 件 は 、 遊 技 者 の 操 作 に 基 づ い て 行 わ れ る 遊 技 の 結 果 に よ り 成 立 す る も
の で あ り 、
　 前 記 第 二 の 払 出 条 件 は 、 遊 技 者 に よ る 遊 技 媒 体 の 貸 出 要 求 に よ り 成 立 す る も の で あ る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 第 一 払 出 手 段 は 、 遊 技 媒 体 を 貯 留 す る 第 一 貯 留 部 と 、 該 第 一 貯 留 部 か ら 遊 技 媒 体 を
排 出 す る 第 一 排 出 装 置 と を 具 備 す る も の で あ り 、
　 前 記 第 二 払 出 手 段 は 、 遊 技 媒 体 を 貯 留 す る 第 二 貯 留 部 と 、 該 第 二 貯 留 部 か ら 遊 技 媒 体 を
排 出 す る 第 二 排 出 装 置 と を 具 備 す る も の で あ り 、
　 前 記 第 一 貯 留 部 は 、 投 入 さ れ た 遊 技 媒 体 を 貯 留 す る も の で あ る と 共 に 、 溢 れ た 遊 技 媒 体
を 送 出 す る 送 出 部 を 具 備 す る も の で あ り 、
　 前 記 第 二 貯 留 部 は 、 前 記 送 出 部 か ら 送 出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 受 け 止 め て 貯 留 す る も の で あ
る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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